
玉野市緊急通報システムのご案内

緊急通報システムとは？

一人暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に備え、緊急通報装置を取り付けます。

緊急時には受信センターへ通報（２４時間３６５日いつでも）することにより、登録協力員が

駆けつけ、また体の具合に応じて救急車を呼ぶなど、高齢者世帯の方の在宅での安心・

安全を提供します。

対象となる方

６５歳以上のひとり暮らし、または６５歳以上のみの世帯の方で、体の慢性疾患等により

日常生活において見守りが必要な方

または、重度身体障害者のみの世帯の方

緊急通報装置

➀ 固定型端末装置のみ（ペンダント付）

② 固定型端末装置＋生活リズムセンサー

③ 携帯型端末装置

ご利用は、➀～③の中からお選びいただけます。

※詳細は次ページ以降参照

※➀②の固定型端末装置を利用する
場合は、固定電話の設置が必要です。

ご利用料金

最終ページを参照してください。



ご自宅で病状の急変など緊急を要する時、緊急ボタン１つで受信センターにつながり、

必要に応じて救急車やご近所の方等がご自宅に駆けつけます。

また、相談ボタンでは、受信センターの看護師に健康相談をすることができます。

受信センター

消防署
協力員・連絡先 等

ご利用者宅

①通報 ②状況確認

⑥出動依頼

運用フロー図

③状況確認依頼

⑦出動

⑤現地より状況連絡

④訪問

生活リズムセンサー

センサーが２４時間人の動きを
感知しないときに、自動的に
受信センターへ通報されます。
（固定型装置のみ設置可）



玉野市役所 長寿介護課
電話 ０８６３－３２－５５３７
ＦＡＸ ０８６３－３２－５５２６





〇緊急通報装置は、ＮＴＴアナログ回線での利用が基本となっています。ＮＴＴアナログ回線以外

の電話回線で緊急通報装置を利用すると、通常のサービスが提供できないことがあります。

〇緊急通報システムは病院や施設のナースコールではありません。

〇ペンダント、携帯型装置は、お家の外での利用はできません。

〇心臓ペースメーカーに影響を与える恐れがあります。使用している方は医師とご相談ください。

その他ご確認したいことがあれば、下記問合せ先まで相談してください。

注意事項

お問い合わせ・相談

玉野市健康福祉部長寿介護課長寿支援係 電話 ０８６３－３２－５５３７

【営業時間】 月～金（祝日を除く） ８：３０～１７：１５

ご利用料金

利用者が属する世帯の階層区分

固定型端末装置 携帯型端末装置

負担額（最初のみ）
・貸与（Ａ～Ｂ）
・給付（Ｃ～Ｆ）

負担額（月額）
・全て貸与型

Ａ
生活保護法による被保護世帯

（単給世帯含む）
０円 ０円

Ｂ
生計中心者が当該年度市民税非課税の

世帯
０円 ０円

Ｃ
生計中心者の当該年度市民税所得割額が

24,200円以下の世帯
１６，３００円 ７５０円

Ｄ
生計中心者の当該年度市民税所得割額が

24,201円～69,800円の世帯
２８，４００円 １，３１０円

Ｅ
生計中心者の当該年度市民税所得割額が

69,801円～89,000円の世帯
４０，６００円 １，８７０円

Ｆ
生計中心者の当該年度市民税所得割額が

89,001円以上の世帯
全額 全額

装置の利用者負担額は下表のとおりです。

※固定型端末装置（給付タイプ）の電池交換料は、利用者負担となります。


